
王
謂
の
祭
天
思
想

は
じ
め
に

漢
の
経
学
を
集
大
成
し
た
鄭
玄
は
、
ム
ハ
天
説
と
呼
ば
れ
る
独
自
な

天
の
観
念
を
創
り
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
王
震
は
、
天
は
畏
天
上

(
l
)
 

市
だ
け
で
あ
る
と
し
て
、
鄭
玄
の
六
天
説
を
批
判
す
る
。
曹
貌
に
仕

{2) 

え
な
が
ら
も
号
満
氏
に
心
を
寄
せ
、
そ
の
外
孫
の
荷
馬
炎
が
西
国
一
回
を

建
国
す
る
と
い
う
政
治
的
成
功
を
お
さ
め
た
王
需
は
、
い
か
な
る
現

実
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
、
鄭
玄
批
判
を
繰
り
広
げ
た
の
で
あ
ろ
う

か
ο

ま
た
、
主
需
の
祭
天
思
想
は
、
西
膏
の
臨
政
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
か
か
る
問
題
関
心
よ
り
、

王
痛
の
祭
天
思
想
を
論
じ
、
そ
の
思
想
史
的
意
義
を
展
望
す
る
も
の

で
あ
る
。

一
、
曹
競
明
帝
の
札
制
改
革
と
高
堂
隆

六
天
説
に
基
づ
く
鄭
玄
の
祭
天
思
想
は
、
後
漢
で
現
実
に
行
わ
れ

渡

遺

義的

浩

て
い
た
祭
組
と
は
異
な
る
。
そ
れ
を
採
用
し
た
の
は
、
一
一
一
国
時
代
の

宙
開
貌
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
曹
貌
に
お
け
る
天
の
祭
詑
は
、
建
国
当

初
よ
り
鄭
玄
説
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
文
帝
期
の

(3) 

郊
犯
は
な
お
、
後
漢
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
た
。
郊
記
を

(4) 

含
め
た
礼
制
改
革
は
、
明
帝
の
閣
制
改
革
の
一
環
で
あ
る
。

明
帝
の
国
制
改
革
は
当
初
、
「
公
」
す
な
わ
ち
留
家
権
力
全
体
の

強
化
と
い
う
方
向
性
を
持
っ
て
い
た
が
、
青
龍
二
(
二
三
沼
)
年
、

曹
幾
最
大
の
脅
威
で
あ
っ
た
萄
漢
の
諸
葛
亮
が
陣
没
す
る
と
、
皇
帝

(5) 

権
力
の
み
を
強
化
す
る
「
私
」
的
傾
斜
を
見
せ
始
め
た

Q

そ
の
結
果
、

青
穣
三
(
二
三
五
)
年
よ
り
本
格
化
し
た
洛
陽
の
太
極
殿
・
昭
組
問
殿

な
ど
の
宮
殿
造
営
に
は
、
司
馬
諮
・
王
粛
を
は
じ
め
、
高
堂
隆
ま
で

も
が
反
対
し
て
い
る
。
高
堂
隆
は
、
明
帝
が
部
位
前
、
平
原
主
で
あ

っ
た
時
の
侍
で
あ
り
、
明
帝
を
最
期
ま
で
支
え
続
け
た
腹
心
で
あ
る
。

札
制
改
革
の
契
機
と
な
る
霊
命
瑞
密
(
玄
石
図
)
が
張
披
郡
よ
り

献
上
さ
れ
た
の
は
、
そ
う
し
た
青
龍
三
年
の
末
で
あ
っ
た
。
「
張
披

(1) 



郡
玄
石
図
一
巻
高
堂
降
撰
」
と
忍
霊
園
』
一
十
四
経
籍
志
三
が

著
録
す
る
よ
う
に
、
高
堂
縫
は
こ
れ
を
宣
揚
し
て
、
宮
殿
建
築
な
ど

(8) 

に
代
わ
る
君
主
権
力
強
化
の
手
段
に
し
よ
う
と
し
た
。
露
命
瑞
図
、
が
、

洛
陽
の
南
郊
で
天
、
そ
れ
も
鄭
玄
説
に
基
づ
く
五
天
帝
の
天
(
具
体

的
に
は
、
黄
帝
含
権
紐
)
に
祭
ら
れ
る
に
至
っ
た
一
経
緯
は
、
町
通
典
h

巻
五
十
五
告
礼
に
、

貌
の
尚
警
の
辞
梯
奏
す
ら
く
、

3
m
m
州
刺
史
の
上
る
所
の
霊
命

瑞
図
、
当
に
洛
陽
の
留
豪
に
下
し
、

ω対
射
針

U
廿
対
樹
ぺ
対

昭
皇
后
の
廓
に
醗
告
せ
し
む
べ
し
」
と
。
博
士
の
秦
静
議
し

て
日
く
、
局
調
剣
淵
凶
出

1
烈
到
対
制
ぺ
到
嬬
州
制
叫
樹
闘

に
紀
る
可
し
。
南
郊
の
祭
る
所
に
杷
り
、
祭
り
…
一
誌
は
れ
ば
、
冊

文
を
泰
諾
し
、
腕
・
醗
・
溜
も
て
、
太
祖
の
廟
に
告
し
、
冊
を

一
わ
留
に
競
め
よ
」
と
。
尚
書
奏
し
て
臼
く
、
「
秦
静
の
議
に
、

24に
兼
太
尉
を
遣
は
し
告
一
利
し
て
、
以
て

ω剥
製
剤
剖
凶
到

樹
叫
判
例
対
闘
叫
側
副
剖
、
余
衆
の
神
は
皆
設
け
い
す
、
牲
を

ば
用
ひ
る
こ
と
郊
祭
の
如
く
せ
ん
』
と
」
と
。
明
帝
詔
し
て
、

「
凶
利
引
制
引
倒
叫
刺
引
樹
創
凶
寸
制
引
1
4
1出
掛
刻
凶
間
制

割
引
制
」
と
。
尚
書
春
、
す
ら
く
、
「
孫
欽
の
議
に
、
『
賄
の
礼

に
天
を
南
郊
に
記
る
に
、
地
を
ば
配
す
る
の
文
無
し
。
大
貌

受
禅
し
て
、
漢
に
因
り
天
を
認
る
に
以
て
地
を
ば
配
す
。
此
れ

正
月
の
詣
郊
の
常
紀
を
讃
ふ
な
り
の
川
山
剖
叶
謡
輔
副
制
寸
引
は
叫

須
ら
く
以
て
地
を
ば
記
せ
ざ
る
べ
し
』
と
。
王
需
の
議
に
、
『
礼

に
玉
父
に
有
事
せ
ば
尉
ち
王
母
を
以
て
配
す
と
。
四
時
の
常

詑
よ
り
降
り
て
配
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
旦
つ
川
間
対
側
到
樹
制
剤

凶

1
相
判
例
謂
剖
叶
斜
引
守
4
1
4端
端
封
劇
叫
廿
凶
刀
剣
引
U
1

制
引
叫
出
掛
引
関
寸
吋
i
調
以
制
刀
制
対
溺
剖
引
守
組
制
州
司

天
に
記
す
は
、
義
に
於
て
正
し
く
宣
な
り
』
と
」
と
。
詔
し
て

日
く
、
「
天
を
詑
る
に
地
を
以
て
記
す
る
は
、
此
れ
既
に
正
し

き
義
な
り
。
今
瑞
を
告
げ
五
精
の
帝
を
祭
る
に
、
的
財
引
樹

創
出
閥
引
制
衛
割
引
割
引
」
と
。
又
詔
し
て
臼
く
、
「
皇
天
及

び
五
精
に
告
ぐ
る
に
、
今
川
制
対
側
制
問
斜
計
到
端
制
剤
副

知
引
、
意
は
何
を
以
て
な
る
か
」
と
。
尚
書
奏
す
ら
く
、
「
冊

文
は
、
侍
中
の
章
誕
が
作
る
所
な
り
。
文
中
の
皐
皇
后
帝
は
、

部
ち
五
一
精
の
帝
な
り
。

ω司
矧
削
剥
糊

U
1苅
叫
割
問
引

1

吋
劃
岩
間
制
門
司
君
ー
ボ
出
到
樹
制
剤
同
利
引
ォ
対
同
制
計

少
な
く
、
分
別
す
可
か
ら
ず
。
更
に
五
精
の
字
を
増
す
可
し
」

と
。
器
〈
可
と
せ
ら
る
。

と
伝
え
ら
れ
る
。
高
堂
騒
の
故
君
で
あ
る
尚
警
の
静
悌
は
、
涼
州
制

史
の
奉
っ
た
盤
沈
命
端
関
を
川
太
尉
の
司
馬
誌
に
太
祖
(
商
問
操
)
の
廟

に
告
げ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
司
馬
訟
に
曹
貌
の
正
統
化
を
担
わ
せ

よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
、
博
士
の
秦
静
が
、

ω霊
命
瑞
図
を
搭
陽
で

天
白
一
本
大
帝
・
五
精
の
請
に
祭
っ
た
の
ち
、
太
誕
の
廟
に
告
げ
る
こ
と

(2) 



を
提
起
す
る
。
こ
れ
を
受
け
た
辞
悌
は
、

ω五
精
以
上
の
六
鹿
(
天

皇
大
南
十
五
橋
の
帝
の
六
天
)
に
武
皐
帝
(
市
民
操
〉
を
従
記
す
る
こ

と
を
上
奏
し
た
。
以
上
の
議
で
は
、
尚
警
の
辞
悌
も
博
士
の
秦
静
も

鄭
玄
の
六
天
説
に
刻
り
天
の
祭
柁
を
論
じ
て
い
る
。
と
な
れ
ば
、
後

漢
を
継
承
し
て
い
た
文
帝
期
ま
で
の
天
の
祭
紀
と
翻
舗
を
生
ず
る
こ

と
と
な
る
。

た
め
に
明
市
は
、
後
漢
か
ら
文
心
情
期
間
に
行
わ
れ
て
い
た
制
天
地
合

祭
の
必
要
性
を
詔
で
問
う
た
。
こ
れ
に
答
え
て
、
砕
機
は
、
鄭
玄
説

に
慕
づ
き
、
川
天
地
合
祭
を
否
定
す
る
が
、
王
揺
は
、
一
同
五
精
の
帝

は
地
よ
り
低
位
で
あ
る
か
ら
、
地
を
妃
す
べ
き
こ
と
を
、
主
張
し
た
。

瓦
精
の
帝
を
人
帝
と
考
え
る
こ
と
は
、
王
需
の
祭
天
思
想
の
特
徴
で

あ
る
の
干
一
粛
の
祭
天
思
想
が
、
机
上
の
空
論
で
は
な
く
、
現
実
の
祭

天
と
の
関
わ
り
の
中
で
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
理
解
で
き
よ
う
。

明
市
は
、
一
方
で
王
繭
に
賛
開
門
し
て
川
地
を
配
す
べ
き
こ
と
を
詔

し
な
が
ら
も
、
他
方
で
鄭
玄
説
を
重
視
し
て
附
冊
文
中
に
五
精
の
帝

が
な
い
こ
と
を
疑
問
視
し
た
。
鄭
玄
の
六
天
説
に
基
づ
く
醇
悌
が
、

川
舜
の
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
皇
皇
后
荷
と
は
五
精
の
帝
の
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
分
別
し
や
す
い
よ
う
に
「
五
精
」
の
字
を
増
す
べ
き
こ

と
を
上
奏
す
る
と
、
明
帝
は
そ
れ
を
可
と
し
た
。

こ
う
し
て
霊
命
瑞
留
は
、
鄭
玄
説
に
基
づ
き
、
五
天
帝
(
具
体
的

に
は
、
黄
帝
合
樋
'
級
)
に
祭
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た

暁
帝
は
、
鄭
玄
説
の
な
か
で
最
も
重
要
な
六
天
説
は
採
用
し

た
も
の
の
、
地
を
配
す
べ
し
と
す
る
主
意
の
見
解
、
す
な
わ
ち
後
漢

を
受
け
た
文
帝
期
の
制
度
も
採
り
入
れ
、
鄭
玄
の
祭
天
思
想
の
特
徴

で
あ
る
南
郊
の
ほ
か
に
総
丘
を
設
け
る
こ
と
は
、
こ
の
時
点
で
は
行

わ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
の
実
施
は
、
後
述
す
る
改
制
と
の
関
わ
り

で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四
百
年
以
上
続
い
た
漢
を
継
承
す
る
こ
と
を
霞
家
の
存
立
理
念
と

し
た
萄
漢
に
対
し
て
、
漢
貌
革
命
を
行
っ
た
曹
貌
で
は
、
革
命
を
正

統
化
し
得
る
祭
天
思
想
が
望
ま
れ
た
。
鄭
玄
の
六
天
説
は
、
実
天
上

帯
の
ほ
か
に
、
五
行
相
生
に
基
づ
く
革
命
に
応
じ
た
五
天
帝
を
そ
れ

ぞ
れ
の
主
轄
の
守
護
神
と
し
て
祭
記
す
る
こ
と
に
よ
り
、
漢
貌
革
命

(8) 

を
正
統
化
し
得
る
思
想
で
あ
っ
た
。
ま
た
鄭
玄
の
祭
天
思
想
は
、

周
王
以
外
に
も
諾
侯
の
魯
が
郊
柁
を
行
う
こ
と
を
許
容
す
る
も
の
で

あ
る
の
で
、
苗
問
地
問
以
外
で
祭
天
を
行
っ
て
い
る
欝
漢
・
孫
呉
・
公
孫

氏
を
諾
侯
と
位
置
づ
け
得
る
。
漢
以
来
の
感
生
帝
説
を
継
承
す
る
萄

漢
、
孫
撃
の
感
生
帝
化
を
め
ざ
す
孫
呉
が
祭
る
天
は
五
天
帝
と
な
り
、

(
山
川
)

そ
の
祭
記
は
諮
侯
に
許
容
さ
れ
た
郊
記
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
曹
貌
、
が
、
高
郊
と
圏
一
丘
と
を
持
ち
、
五
天
帝
の
ほ
か
に
臭

天
上
帝
を
祭
れ
ば
、
あ
ま
た
の
諸
侯
留
の
上
に
蛇
立
す
る
唯
一
の
正

統
主
権
の
地
位
に
就
き
得
る
。
こ
れ
が
高
堂
縫
の
奉
ず
る
鄭
玄
説
の

利
点
で
あ
っ
た
。

だ
し
、

(3) 



た
だ
し
、
鄭
玄
の
六
天
一
説
は
、
感
生
帝
説
に
支
え
ら
れ
て
い
る
た

め
、
舜
を
被
先
と
す
る
系
譜
が
必
要
で
あ
っ
た
。
曹
操
を
は
じ
め
と

す
る
曹
氏
の
祖
先
に
は
、
感
生
帯
が
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

高
堂
降
は
、
曹
氏
が
舜
の
子
孫
で
あ
る
と
の
工
作
を
行
う
と
と
も
に

(
司
三
国
t
S
巻
十
四
蒋
済
伝
注
)
、
関
丘
と
南
一
郊
を
併
置
す
る
こ
と

に
よ
り
、
鄭
玄
説
に
基
づ
く
祭
天
儀
礼
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ

し
た
。
吋
一
一
一
国
士
山
h

巻
一
一
…
明
帝
紀
注
に
、

川
割
問
側
斜
倒

1d劇
烈
判
別
出
イ
ペ
れ
ば
、
今
間
関
盟
組

る
に
、
始
沼
の
市
舜
を
以
て
妃
し
、
関
丘
を
号
し
て
皇
皇
帝
天

と
臼
ふ
。
方
丘
に
祭
る
所
を
皐
皇
后
地
と
日
ひ
、
舜
の
妃
た
る

伊
氏
を
以
て
配
す
。
川
川
列
矧
凶
斜
引
刑
制
覇
苅
引
矧
出
問
問

1

対
矧
創
製
剤
刻
凶
官
制
引
。
地
郊
に
祭
る
所
を
皇
地
の
砥
と
日

ひ
、
武
官
一
后
を
以
て
記
す
。
出
思
考
高
視
文
皇
帝
を
明
堂
に
宗
柁

し
て
、
以
て
上
帝
に
配
す
い
と
。
凶
謝
似
樹
矧
コ
制
叫
頚
引

1

麟
丘
・
方
丘
の
二
奈
の
記
を
南
北
郊
に
井
は
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
明
帝
は
、
景
初
元
(
二
三
七
)
年
の
詔
に
よ
り
、

川
曹
氏
の
始
抱
を
舜
と
考
え
、
∞
簡
丘
に
裏
皇
帝
天
{
間
究
天
上
帝
)

を
柁
り
、
始
担
と
な
る
感
生
帝
の
舜
を
配
す
る
こ
と
(
騒
丘
紹
天
)
、

お
よ
び

ω階
郊
に
は
皐
天
の
神
(
五
天
帝
、
黄
帝
合
福
紐
)
を
柁
り
、

太
被
武
皇
帝
(
欝
操
)
を
配
す
る
こ
と
(
南
郊
祭
天
)
を
定
め
た
の

で
あ
る
の

こ
う
し
た
明
帝
の
札
制
改
革
に
よ
り
、
曹
裂
で
は
鄭
玄
説
に
基
づ

き
冨
丘
と
南
郊
・
方
丘
と
北
郊
と
が
別
々
に
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
は
川
川

西
奮
の
泰
始
二
(
二
六
六
)
年
ま
で
存
続
し
た
。
そ
こ
に
は
、
後
漢

の
祭
天
儀
礼
と
は
異
な
る
、
し
か
も
宗
教
性
が
高
く
、
漢
貌
革
命
を

正
統
化
し
得
る
鄭
玄
説
の
採
用
に
よ
り
、
曹
貌
の
皇
帝
権
力
の
強
化

を
図
ろ
う
と
す
る
明
市
と
高
堂
隆
の
間
口
論
見
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
明
帝
の
改
制
へ
の
司
馬
誌
の
支
持

鄭
玄
説
に
基
づ
く
祭
天
儀
礼
が
完
成
し
た
景
初
元
(
二
三
七
)
年

は
、
明
帝
の
札
制
改
革
が
矢
継
ぎ
早
に
行
わ
れ
た
歳
で
あ
っ
た
。
青

龍
五
(
二
一
一
一
七
)
年
一
丹
、
黄
龍
の
出
現
が
報
告
さ
れ
る
と
、
曹
貌

を
地
統
、
建
丑
の
丹
を
正
月
と
す
る
正
朔
の
改
制
を
行
い
(
町
一
一
一
菌

志
』
巻
三
明
帝
紀
)
、
景
初
と
改
元
し
て
一
ニ
月
よ
り
楊
偉
の
景
初
暦

を
施
行
し
た
(
明
盗
塁
間
』
巻
十
七
律
暦
志
中
)
。
六
月
に
は
七
廟
制

に
基
づ
き
一
一
一
祖
を
定
め
、
洛
陽
の
南
の
委
粟
出
に
圏
丘
を
造
営
し
、

十
二
月
の
冬
空
に
始
め
て
鶴
丘
で
実
天
上
帝
を
祭
記
し
た
(
『
三
国

土
ど
巻
三
明
帝
紀
)
。
青
龍
一
一
一
(
一
一
一
一
一
五
)
年
の
霊
命
瑞
図
を
め
ぐ

る
議
論
の
中
で
、
す
で
に
鄭
玄
説
に
基
づ
く
天
の
祭
詑
が
提
言
さ
れ

な
が
ら
、
そ
の
完
成
も
、
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
礼
制
改
革
も
二
年
後

の
景
初
元
(
二
三
七
)
年
に
ま
で
ず
れ
込
ん
だ
理
由
は
、
明
帝
即
位

以
来
の
宿
願
で
あ
る
改
制
の
機
を
窺
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
明
{
木

(4) 



意
同
』
巻
十
四
礼
志
一
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

明
帝
部
位
す
る
や
、
川
倒
引
出
矧
制
改
む
る
の
意
有
る
も
、

制
識
剥
開
斜
寸
1
制
ぽ
刻
刻
矧
U
寸
制
引
制
O
i
-
-
'
是
に
於

て
公
卿
よ
り
以
下
に
博
く
議
せ
し
む
。
侍
中
の
高
堂
凝
議
し

て
日
く
、
「
按
ず
る
に
古
の
文
章
有
り
し
よ
り
以
来
、
帝
王
の

興
る
や
、

ω到
担

割

引

制

凶

1
制

出

自

制

訟

は

、

天
一
道
を
明
ら
か
に
し
、
民
心
を
定
む
る
所
以
な
り
。
:
:
:
凡
そ

凶
典
籍
の
記
す
所
、
此
に
尽
き
ざ
る
も
、
路
ぼ
大
較
を
挙
ぐ
れ

ば
、
亦
た
以
て
明
ら
か
に
す
る
に
足
ら
ん
」
と
。

明
帝
は
即
位
す
る
と
、
川
直
ち
に
正
朔
を
改
め
よ
う
と
し
た
が
、

朝
議
に
異
論
も
多
く
、
集
議
に
附
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
場
に
お

い
て
高
堂
蜂
は
、
凶
禅
譲
・
放
伐
に
拘
ら
ず
、
改
制
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
、
王
張
す
る
。
議
の
中
略
部
分
で
、
高
堂
隆
は
、
『
易
』
『
車
問
』

『
詩
』
『
春
秋
』
の
ほ
か
、
明
日
勿
通
卦
験
b

g一
一
山
推
度
災
』
『
楽
稽
躍
嘉
』

『
春
秋
元
命
誌
』
と
い
う
緯
蓄
を
間
典
籍
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。(ロ)

鄭
玄
も
ま
た
、
禅
譲
・
放
後
に
拘
ら
な
い
改
制
を
主
張
し
て
お
り
、

高
山
専
一
路
が
鄭
玄
説
に
、
基
づ
き
、
鄭
玄
も
尊
重
す
る
緯
奮
を
多
用
し
て
、

宙
開
競
に
お
け
る
改
制
の
必
要
性
を
主
張
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ

に
対
し
て
王
需
は
、
朝
代
ご
と
に
正
織
を
改
め
る
こ
と
は
夏
ま
で
行

わ
れ
な
か
っ
た
と
し
、
競
諮
問
は
放
伐
に
よ
り
天
下
を
得
た
殿
湾
に
な

ら
っ
て
改
制
を
行
う
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
王
需
が
、
緯
室
田

を
批
判
す
る
理
由
は
、
鄭
玄
説
が
緯
書
を
論
拠
と
す
る
こ
と
の
み
な

ら
ず
、
現
実
の
政
治
に
お
い
て
直
接
的
な
論
敵
で
あ
る
高
堂
降
、
が
、

圧
倒
的
に
緯
警
を
引
用
す
る
こ
と
へ
の
対
抗
も
あ
っ
た
、
と
考
え
得

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
主
殺
の
反
対
に
も
拘
ら
ず
、
鄭
玄
説
を
奉
じ
て
高
堂
隆

と
共
に
明
滑
の
札
制
改
革
を
推
進
し
て
い
た
秦
静
・
醇
悌
は
も
と
よ

り
、
一
弓
属
議
ま
で
も
が
改
制
に
賛
成
し
た
の
で
あ
る
(
『
宋
室
E

巻

十
四
礼
志
ご
。
支
議
が
こ
の
事
態
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
か
は

後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
司
馬
誌
が
賛
成
し
て
い
る
に
も

拘
ら
ず
、
改
制
が
青
龍
五
(
二
三
七
)
年
ま
で
持
ち
越
さ
れ
た
理
由

を
考
察
し
た
い
。

結
論
的
に
言
え
ば
、
明
帝
・
高
堂
援
に
は
、
臼
あ
る
い
は
玉
が
象

徴
す
る
白
徳
に
積
極
的
な
司
馬
議
へ
の
恐
怖
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

太
和
五
(
二
三
二
年
、
征
西
大
将
軍
と
し
て
諸
葛
亮
を
撃
退
し
、

圧
倒
的
な
軍
事
力
を
掌
握
し
た
司
思
議
は
、
翌
太
和
六
(
二
一
一
一
二
)

年
、
玉
印
を
得
て
明
帝
に
献
上
し
た
。
高
堂
経
は
、
こ
れ
を
瑞
祥
と

し
て
、
明
帝
の
生
母
文
思
喪
后
の
寝
堂
に
告
げ
る
よ
う
議
し
た
が

(
『
通
典
』
巻
五
十
五
告
礼
)
、
玉
印
も
し
く
は
玉
が
象
徴
す
る
臼
徳

と
、
文
思
皇
后
と
は
実
際
に
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
。
白
玉
を
素
材

と
す
る
霊
命
瑞
留
が
献
上
さ
れ
た
翌
膏
穣
四
(
二
一
ニ
ム
ハ
)
年
に
も
、

苛
馬
認
は
、
自
鹿
を
得
て
明
帝
に
献
上
し
て
い
る
(
墨
田
書
』
巻
一

(5) 



。
明
帝
は
、
こ
れ
を
司
馬
畿
の
忠
誠
の
誌
と
す
る
詔
を
発

し
た
が
、
経
学
的
典
拠
は
向
も
な
い
。

欝
貌
で
は
、
文
帝
の
と
き
か
ら
、
自
に
関
わ
る
瑞
祥
が
多
か
っ
た
。

黄
初
年
間
(
二
二

0
1
二
二
七
年
)
に
は
、
白
鹿
・
自
壊
・
自
免
・

白
雀
・
臼
鳩
が
現
れ
(
同
宋
世
帯
h

巻
二
十
八
・
一
一
十
九
符
瑞
志
中
・

下
)
、
曹
貌
建
問
の
契
機
と
な
っ
た
黄
龍
は
、
延
康
元
(
一
一
二

O
)

年
以
来
、
青
龍
五
(
一
一
一
…
一
七
)
年
ま
で
現
れ
て
い
な
い
。
明
者
と
高

堂
騒
が
推
進
す
る
改
制
で
は
、
天
統
で
赤
を
尊
ぶ
漢
を
受
け
て
、
曹

貌
は
地
統
で
白
を
尊
ぶ
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
白
だ
け
で
は
、
五

行
相
生
で
言
え
ば
、
欝
貌
の
土
徳
を
受
け
て
、
金
徳
の
王
朝
が
成
立

す
る
予
兆
に
も
成
り
得
る
。
一
一
叫
馬
訟
は
、
改
制
に
賛
成
し
な
が
ら
、

白
の
鴻
祥
を
掲
げ
続
け
て
、
王
朝
の
交
替
を
予
感
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
の
ち
な
み
に
奇
病
畿
、
が
献
上
し
た
白
鹿
は
、
間
一
回
で
は

十
七
mm
も
現
れ
、
巡
回
の
自
徳
を
称
え
る
瑞
祥
と
さ
れ
て
い
る
(
同
宋

鎖
倒
』
巻
二
十
八
符
端
中
)
。
司
賭
認
が
改
制
に
賛
成
し
、
自
徳
の
瑞

祥
を
献
上
す
る
こ
と
は
、
明
帝
と
高
堂
援
に
と
っ
て
手
放
し
で
歓
迎

(
Mけ
)

で
き
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

明
帝
と
高
堂
降
が
一
向
篤
訟
の
臼
の
尊
重
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、

劉
款
の
説
く
「
三
五
相
包
而
生
」
を
適
応
し
、
「
肇
化
」
の
昔
(
と
「
穿

(
は
M
)

化
」
の
臼
を
地
統
と
し
て
共
に
尊
重
す
れ
ば
よ
い
。
そ
の
た
め
に
待

の
瑞
祥
が
、
(
一
…
七
)
年
に
現
れ
た
の
で

あ
る
。
『
宋
室
田
』
巻
十
四
礼
志
一
に
、

車
問
龍
五
年
、
山
区
綜
黄
龍
克
は
る
と
一
一
一
一
口
ふ
。
帯
乃
ち
三
公

に
詔
し
て
臼
く
、
「
:
:
:
今
三
統
の
次
を
推
す
に
、
川
調
凶
掛

綱
引
街
1
当
凶
廼
到
叫
照
射
凶
万
国
出
利
引
ペ
リ
。
子
三
軍
撃

に
考
ふ
る
に
、
一
燃
の
義
彰
ら
か
な
り
。
青
龍
五
年
春
三
月
を

改
め
、
景
初
元
年
孟
夏
四
月
と
為
す
。
服
色
は
黄
を
尚
び
、
犠

牲
は
白
を
用
ひ
、
戎
事
は
黒
首
の
白
馬
に
乗
り
、
大
赤
の
旗
を

建
て
、
朝
会
は
大
自
の
旗
を
建
つ
。
:
:
:
」
と
。
案
ず
る
に

ω

麟
制
崩
引
制
ぷ
矧

1
4伺
叫
制
判
制
割
引
ォ
倒
制
ぺ
制
調
1

一
に
殿
礼
を
用
ひ
る
は
、
殿
の
時
を
行
ふ
が
故
な
り
。

と
あ
る
。
明
帝
は
黄
龍
の
瑞
祥
の
出
現
を
機
に
、
改
制
を
断
行
し
、

山
欝
貌
を
建
丑
の
口
け
を
正
月
と
す
る
地
統
と
規
定
し
、
景
初
と
改
一
見

す
る
と
と
も
に
、
山
服
色
は
五
行
相
生
の
土
徳
に
ち
な
ん
で
黄
、
犠

牲
は
一
一
一
統
説
の
自
統
に
ち
な
ん
で
臼
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
明
帝
と
高
堂
援
は
、
景
初
一
花
(
二
三
七
)
年
、
鄭
玄
説

に
基
づ
き
、
改
制
・
祭
天
儀
礼
・
宗
廟
制
な
ど
の
礼
制
改
革
を
完
成

し
‘
曹
貌
に
お
け
る
白
馬
帯
権
力
の
正
統
化
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

(6) 

王
意
説
の
「
理
」
と
鄭
・
王
両
説
の
行
方

明
暗
に
仕
え
て
い
z

鄭
玄
説
に
基
づ
く
礼
制
改
革
に
巽

(
山
川
}

を
唱
え
る
中
か
ら
、
自
己
の
学
説
を
作
り
あ
げ
た
。
そ
の
批
判
は
、



明
帝
期
の
現
実
的
な
状
況
に
対
す
る
次
元
を
超
え
て
、
改
革
を
、
王
導

し
た
高
堂
縫
の
学
説
の
中
心
に
あ
っ
た
鄭
玄
説
に
対
抗
す
る
た
め
の

新
た
な
礼
説
の
構
築
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。

五
粛
と
同
様
、
明
帝
期
の
現
実
的
事
情
、
な
か
で
も
欝
貌
の
祖
先

を
舜
に
求
め
る
こ
と
に
反
論
し
た
蒋
済
も
、
そ
の
批
判
は
鄭
玄
設
に

汲
ん
だ
。
『
一
一
一
民
志
知
巻
十
四
蒋
済
伝
注
に
、

蒋
済
の
立
郊
の
議
に
称
す
ら
く
、
「
宙
開
縫
碑
の
文
に
一
五
ふ
、
『
川

額
出
例
制
析
判
別
出
ゴ
h

と
。
貌
輩
出
曹
氏
の
胤
絡
を
述
ぶ
る

こ
と
亦
た
14
の
如
し
。
:
:
:
景
初
に
至
る
に
及
、
ひ
、
明
帝
{
出
向

堂
騒
の
議
に
従
一
ひ
、
貌
を
謂
ひ
て
舜
の
後
と
為
す
。
:
:
:
川
淵

制
対
料
相
岡
山
パ
州
出
オ
引
刑
制
活
制
副
総
凶
剖
利
己
刻
、
但
だ

謂
へ
ら
く
、
川
劉
凶
矧
州
側
同
制
明
1
可
制
凶
樹
前
剖
同
桝
ぱ

桝
割
引
制
剤
引
1
対
制
引
開
制

υ
1
m刻
は
制
剖
割
引
凶
1
J間

謬
妄
為
り
と
」
と
。
然
る
に
時
に
予
て
寛
に
能
く
正
す
こ
と
莫

し
。
済
又
同
劇
到
側
斜
出
同
剖
引
引
制
織
叫
対
お
け
州
、
「
:

玄
の
説
の
如
く
ん
ば
、
有
虞
よ
り
己
上
、
付
加
瀬
に
之
れ
若
か
ざ

る
や
。
毘
以
為
へ
ら
く
、
祭
法
の
一
石
ふ
所
、
学
者
に
疑
は
る

る
こ
と
久
し
と
。
鄭
玄
其
の
違
を
正
す
を
考
へ
ず
、
市
る
に

通
義
に
就
く
」
と
。

と
あ
る
。
蒋
演
は
、
川
曹
氏
の
組
一
先
は
都
民
で
あ
る
と
し
、
間
一
祖
先

で
は
な
い
舜
を
杷
り
、
太
祖
(
曹
操
)
を
格
下
げ
し
て
正
天
(
回
天
天

に
配
さ
な
い
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
説
く
。
さ
ら
に
進
ん
で
、

六
天
説
の
論
拠
で
あ
る
凶
鄭
玄
の
円
札
詑
』
祭
法
へ
の
誌
に
疑
問
を

提
す
る
の
し
か
し
、
蒋
済
も
ま
た
、

ω曹
氏
の
出
自
を
定
め
得
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
批
判
は
水
掛
け
論
と
な
り
、
有
効
性
は
低
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
王
識
の
批
判
は
、
鄭
玄
の
六
天
説
を
支
え
て
い

る
感
生
帝
説
を
否
定
す
る
と
い
う
、
よ
り
根
源
的
で
本
質
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。
般
の
始
植
の
契
は
、
簡
秋
が
燕
の
卵
を
呑
ん
で
生
ま
れ
、

周
の
始
担
の
后
稜
は
、
萎
娠
が
天
帝
の
足
跡
を
踏
ん
で
生
ま
れ
た
と

す
る
鄭
玄
の
感
生
帯
説
に
対
し
て
、
玉
需
は
、
『
毛
詩
正
義
』
巻

十
七
大
雅
生
民
に
、

(
王
嬬
)
又
其
の
奏
に
一
五
へ
ら
く
、
「
稜
・
契
の
興
る
は
、
徳

を
積
み
功
を
民
事
に
累
ぬ
る
を
以
て
に
よ
り
、
大
遮
と
川
淵
剰

と
を
以
て
せ
ざ
る
な
り
。
且
つ
夫
あ
ら
ず
し
て
育
む
は
、
乃
ち

ゅ

主

ん

;

:

:

ー

lii

載
籍
の
妖
と
為
す
所
以
、
宗
局
の
喪
滅
す
る
所
な
り
。

ω一其一の

副
司
対
刻
刻
瀦
剖
似
輔
副
儒
剖
引
、
部
一
も
又
棄
つ
る
の
意
を

申
ぶ
る
能
は
ず
。
故
に
一
以
て
包
潤
闘
叫
引
U
利
U
1
岩
槻
J
痢

針
越
川
計
詔
制
調
ゴ
」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
后
穣
は
天
帝
の
凶
足
跡
を
踏
ん
で
生
ま
れ
た
の
で

は
な
く
、
帝
器
の

ω遺
緩
の
子
で
あ
り
、
萎
娠
は
そ
れ
を
嫌
っ
て
棄

て
た
と
解
釈
し
て
、
契
の
山
燕
の
卵
と
共
に
、
鄭
玄
の
感
生
帝
説
を

否
定
し
て
い
る
。
感
生
帝
説
は
、
緯
童
聞
に
論
拠
を
求
め
る
も
の
で
あ

(7) 



り
、
荊
州
学
以
来
の
識
緯
批
判
を
継
承
す
る
玉
粛
に
は
、
許
容
で
き

(
げ
)

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

王
爵
は
、
感
生
帝
説
や
緯
警
の
持
つ
神
秘
性
を
否
定
し
、
荊
州
学

の
流
れ
を
汲
む
「
理
」
を
尊
重
す
る
解
釈
に
務
め
た
の
で
あ
る
。
在

(
1
)
所
掲
加
賀
著
書
の
い
う
貌
替
の
「
新
」
が
こ
こ
に
あ
る

9

し

か
し
、
鄭
玄
の
学
説
は
諸
経
に
わ
た
り
、
精
織
な
体
系
性
を
持
つ
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
打
倒
す
る
た
め
に
は
、
部
分
的
な
批
判
で
は

有
効
性
は
低
い
。
一
土
鵡
は
、
鄭
玄
説
に
代
わ
り
得
る
祭
天
思
想
を
構

築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

鄭
玄
の
祭
秘
儀
礼
は
、
六
天
設
に
基
づ
き
、
冬
至
に
は
箆
丘
で
実

天
上
帝
を
柁
り
(
鴎
丘
組
天
)
、
正
月
に
は
南
郊
で
五
天
帝
を
祭
る

(
南
郊
祭
天
)
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
王
粛
は
、
円
札
記

註
疏
』
巻
二
十
六
郊
特
牲
に
、

型
一
諮
論
を
案
ず
る
に
、
王
謂
鄭
を
難
じ
て
云
ふ
、
「
:
:
:
是
れ

ω側
出
鰯
民
側
斜
凶
制
割
引
割
引
。
:
:
:
爾
雅
を
案
ず
る
に
云

ふ
、
円
締
は
、
大
祭
な
り
』
と
。
明
縛
は
、
又
祭
な
り
』
と
。

皆
宗
廟
を
祭
る
の
名
な
り
。
財
ち
凶
端
副
題
利
到
制
叫
対
刊

は
鉛
制
封
鎖
刻
叫
叫
廿
1
創
出
刻
ぴ
矧
U
桝
割
引
制
例
。
・
:

又
詩
の
忠
文
、
后
稜
配
天
の
頒
に
、
市
響
関
丘
に
配
す
る

の
文
無
し
。
川
郊
は
別
ち
樹
丘
な
り
、
関
丘
は
財
ち
郊
な
る
を

例
制
。
在
る
所
も
て
之
を
一
一
一
一
口
は
ば
則
ち
之
を
郊
と
謂
ひ
、
祭
る

所
も
て
之
を
言
は
ば
魁
ち
之
を
冨
丘
と
謂
ふ
。
:
:
:
」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
『
襲
議
論
』
の
な
か
で
、

ω菌
丘
と
南
郊
と
は
同

一
で
あ
り
、
凶
締
と
は
五
年
に
一
度
の
宗
廟
の
大
祭
で
あ
っ
て
川
密

丘
の
祭
認
で
は
な
い
、
と
鄭
玄
説
を
批
判
し
た
。

明
請
が
景
初
元
(
二
一
一
一
七
)
年
に
完
成
し
た
菌
丘
に
実
天
上
帝
を

認
る
儀
礼
は
、
後
漢
を
継
承
す
る
文
帝
期
の
祭
認
と
異
な
る
だ
け
で

な
く
、
経
典
解
釈
と
し
て
も
矛
扇
を
含
み
、
成
り
立
た
な
い
。
王
需

は
、
鄭
玄
説
を
奉
じ
る
高
堂
隆
と
論
争
し
、
明
帝
に
訴
え
続
け
る
こ

と
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
関
丘
組
天
後
ま
も
な
く

高
堂
隆
は
卒
し
、
明
帝
も
ま
た
景
初
三
(
二
三
九
)
年
正
月
に
崩
御

し
て
し
ま
う
(
『
一
一
一
一
回
志
』
巻
二
一
明
帝
紀
)
。

代
わ
っ
て
即
位
し
た
幼
少
の
曹
芳
を
報
政
す
る
者
は
、
司
馬
訟
と

曹
爽
で
あ
る
。
宙
開
室
復
興
を
志
す
曹
爽
は
、
何
円
安
の
玄
学
を
宣
揚
し

(
同
日
)

て
皇
帝
権
力
の
強
化
を
め
ざ
す
一
方
で
、
儒
教
の
論
争
か
ら
は
遠
ざ

か
っ
た
。
景
初
三
(
二
一
一
一
九
)
年
十
二
月
に
は
、
改
制
は
出
に
復
さ

れ
(
明
宋
番
知
巻
十
四
礼
志
一
)
、
正
始
年
間
(
二
四

0
1
二
四
四

年
)
以
降
、
郊
泥
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
(
明
宋
書
』
巻
十
六
礼
志

三
)
。
一
方
、
司
馬
認
は
儒
教
の
擁
護
者
を
標
梼
し
、
「
名
士
」
の
支

持
を
集
め
て
い
く
。
主
讃
は
、
鄭
玄
説
を
批
判
し
な
が
ら
祭
天
思
想

を
構
築
す
る
一
方
で
、
司
馬
認
と
の
結
び
つ
き
を
模
索
す
る
。

設

(
1
)
所
掲
加
賀
著
書
に
よ
れ
ば
、
正
始
年
間
(
二
四

0
1

(8) 



王
意
が
著
し
た
と
さ
れ
る

同
孔
子
家

二
四
四
年
)
の
末
ご
ろ
に
、

(
紛
)

組
問
』
巻
六
五
帝
に
、

季
藤
子
孔
子
に
問
ひ
て
日
く
、
「
出
よ
り
五
帝
の
名
を
鴎
く
も
、

其
の
突
を
知
ら
ず
。
詩
ひ
問
問
ふ
、
何
を
五
時
と
謂
ふ
か
」
と
。

，~れ

孔
子
臼
く
、
「
此
悶
丘
や
諸
を
川
名
聴
に
掛
け
り
。
日
く
、
主
〈

に
五
行
有
り
、
木
・
火
・
金
¥
・
水
・
土
な
り
。
時
を
分
け
化
育

し
て
、
以
て
万
物
を
成
す
。
其
の
神
之
を
五
帝
と
謂
ふ
』
と
」

シ」。:・

(
目
玉
粛
注
)
山
五
帝
は
、
の
神
に
し
て
、
天
を
佐
け
、
物

を

生

ず

る

者

な

り

。

部

る

に

問

調

ー

制

羽

説

明

針

習

は
、
亦
た
妖
怪
妄
ニ
一
一
口
為
り
。

と
あ
る
。
王
粛
は
、
何
委
の
尊
重
す
る

ω老
子
の
一
一
一
一
口
と
し
て
、
曹
爽

の
玄
学
賞
揚
に
対
抗
し
な
が
ら
、
間
五
行
の
神
を
五
帝
で
あ
る
と
す

る
。
ま
た
、
鄭
玄
説
、
が
五
天
帯
の
名
を
緯
警
に
求
め
る
こ
と
に
対
し

て
、
黄
帝
含
極
紐
な
ど

ω一
緯
警
に
基
づ
く
の
五
帝
の
名
を
「
妖
媛
妄

」
と
非
難
し
て
い
る
。

さ
ら
に
問
じ
く
、
『
孔
子
家
語
』
五
帝
の
王
議
注
に
、

五
犯
は
上
公
の
神
な
り
、
故
に
帝
と
称
す
る
を
得
ざ
る
な
り
。

其
の
序
は
別
ち
五
正
は
五
帝
に
及
ば
ず
、
川
到
剤
凶
河
端
叫
刻

凶
明
。
福
る
に
知
ら
ざ
る
者
、
祭
社
を
以
て
祭
地
と
為
す
。
亦

た
之
を
失
す
る
こ
と
遠
か
ら
ず
や
。

ω民
ゴ
封
凶
ボ
ィ
バ
U
M
q

に
倶
に
五
行
と
為
る
さ
是
れ
地
の
子
な
り

f

子
を
一
以
て
母
と
為

引
守
別
出
掛
倒
U
1額
制
側
斜
制
対
剖
割
引
制
。

と
あ
る
。
王
粛
は
、
印
五
常
を
天
地
に
は
及
ば
な
い
人
帝
で
あ
る
と

す
る
ο

地
を
五
帯
よ
り
下
に
霞
く
、
鄭
玄
の
六
天
説
へ
の
対
抗
で
あ

る
の
霊
命
瑞
留
を
祭
る
際
に
も
、
王
請
は
、
五
精
の
帝
は
地
よ
り
忽

位
で
あ
る
か
ら
、
地
を
配
す
べ
し
と
主
張
し
て
い
た
。

ω土
は
、
地

の
子
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
五
天
帝
の
一
っ
と
す
る
こ
と
は
、
尊
卑

の
序
を
失
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
五
帝
は
あ
く
ま
で
天
で
は
な

く
人
情
で
あ
り
、
天
は
田
荒
天
上
帝
た
だ
一
柱
で
あ
る
と
い
う
王
煮
の

祭
天
恵
想
が
、
霊
一
命
瑞
留
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
か
ら
確
立
し
て
い
っ

た
こ
と
を
理
解
で
き
よ
う
。

王
粛
の
祭
天
思
想
は
、
南
郊
の
他
に
欝
丘
を
置
く
こ
と
が
な
か
っ

た
後
漢
の
現
実
の
祭
天
儀
礼
を
継
承
し
、
鄭
玄
説
に
基
づ
く
曹
貌
明

帝
の
札
制
改
革
を
批
判
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う

え
で
、
さ
ら
に
思
想
史
的
に
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
王
粛
の
祭
天
恵

想
が
煎
州
学
を
継
承
し
、
「
理
」
に
基
づ
い
て
感
生
帝
説
を
否
定
し

た
う
え
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
こ
こ
に
後
漢
の
現
実
と
の

差
異
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
貌
菅
の
「
新
」
で
あ
る
(
投

(
1
)
所
掲
加
賀
著
書
)
。
後
漢
「
儒
教
露
家
」
の
国
教
と
し
て
、
強

(
幻
)

い
宗
教
性
を
有
し
て
い
た
嬬
教
が
、
そ
の
宗
教
性
を
払
拭
し
て
い
き
、

朱
子
学
の
如
き
神
秘
性
の
低
い
儒
教
へ
と
向
か
っ
て
い
く
思
想
史
の

(9) 



流
れ
は
、
こ
こ
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
重
要
な
思
想
史
上
の
意
義
を
持
つ
一
方
で
、
王
粛
は
『
孔

子
家
組
問
』
に
お
い
て
、
司
馬
畿
の
曹
爽
殺
害
、
司
馬
闘
の
夏
侯
玄
諒

殺
・
斉
王
曹
芳
の
涜
伎
を
正
当
化
し
た
(
注

(2)
所
掲
渡
進
論
文
)
。

司
孔
子
家
語
一
が
著
さ
れ
た
正
始
年
間
(
二
四

0
1
二
関
西
年
)
に
は
、

衛
門
爽
を
打
倒
し
た
正
始
の
政
変
に
よ
り
、
す
で
に
司
馬
氏
の
支
配
が

擁
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
始
年
間
、
詔
に
よ
り
、

関
圧
に
関
す
る
議
を
募
っ
た
が
、
ほ
ぼ
応
ず
る
者
は
な
か
っ
た

(
明
三
国
志
b

巻
十
三
王
朗
伝
的
主
意
伝
注
引
『
貌
路
』
)
。
司
馬
氏

の
政
権
下
で
、
司
馬
昭
に
娘
を
嫁
が
せ
て
い
る
王
粛
に
反
対
し
て
ま

で
、
鄭
玄
説
に
基
づ
く
閤
丘
把
天
を
主
張
す
る
者
は
少
な
か
っ
た
の

で
あ
る
の
高
堂
降
に
よ
り
、
曹
貌
の
瑞
…
祥
と
さ
れ
た
霊
命
端
図
も
、

自
玉
と
い
う
本
来
の
素
材
か
ら
、
金
徳
で
あ
る
司
馬
氏
の
瑞
祥
で
あ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
く
。
王
粛
は
、
霊
命
瑞
留
を
、
欝
貌
の
変

異
で
将
来
の
瑞
祥
で
あ
る
、
と
解
釈
し
た
張
務
を
顕
彰
し
て
い
る

(
『
一
五
巻
十
…
管
寧
伝
的
強
磁
伝
)
。
『
孔
子
家
語
』
巻
六
五

帝
に
、

は
火
徳
を
以
て
支
た
り
、

川
舜
は
土
徳
を
以
什
創
出
引
1
出
凶
聞
が
お
向
ぶ
」

土
家
は
宜
し
く
自
を
尚
ぶ
べ
く
も
、
る
者
は

四
季
に
王
た
り
。
事
を
沼
ふ
る
に
、
先
、
、
つ

色
は
黄
を
尚
ぶ
。

シ)。

E
ゴ
]
わ
ノ

円
刊
い
ド
ノ
仲
介
z
f
h
v

木
の
色
青
き
よ
り
起
る
。
是
を
以
て
水
家
は
土
家
を
避
け
自
を

尚
ぶ
。

と
あ
る
。
町
村
弘
子
家
語
』
の
五
帝
篇
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
月
令
・
明
礼
記
』

丹
令
・
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
伝
二
十
九
年
・
円
札
記
』
壇
弓
を
典
拠

と
す

u
f、
そ
れ
ら
に
小
川
土
徳
の
舜
が
青
を
尚
ぶ
と
い
う
記
事
は
な
い
。

舜
が
土
徳
で
あ
る
の
に
次
の
徳
で
あ
る
金
徳
の
白
を
尊
ば
ず
、
木
徳

の
青
を
尊
ん
だ
と
す
る
こ
と
は
、
王
粛
独
自
の
主
張
で
あ
る
。
漢
貌

革
命
を
莞
舜
革
命
に
準
え
て
正
統
化
し
た
曹
貌
で
は
、
舜
と
は
宙
開
競

を
象
徴
す
る
(
注

(
5
)
所
掲
渡
遺
論
文
)
。
す
な
わ
ち
、
王
需
は

金
徳
の
象
徴
で
あ
る
白
玉
の
瑞
祥
(
霊
命
瑞
図
)
を
土
徳
の
明
帝
が

祭
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
帝
と
高
堂
降
、
が
改
制

を
断
行
し
て
ま
で
正
当
化
し
た
土
徳
の
曹
貌
に
よ
る
自
の
尊
重
は
、

孔
子
の
口
を
借
り
て
否
定
さ
れ
、
霊
命
瑞
図
を
は
じ
め
と
す
る
自
の

瑞
祥
が
、
詩
馬
氏
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
に
高
ら
か
に
宣

言
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
王
讃
が
界
礼
子
家
語
』
で
宣
揚
し
た
司
馬
氏
は
、
玉

謂
の
外
孫
で
あ
る
可
罵
炎
の
時
に
、
曹
貌
の
禅
譲
を
受
け
て
西
奮
を

建
国
す
る
こ
と
に
な
る
。
司
宋
室
田
』
巻
十
六
礼
志
一
一
一
に
、

是
(
泰
始
二
)
年
十
一
月
、
有
司
又
議
奏
す
ら
く
、
「
古
者

は
丘
・
郊
異
な
ら
ず
。
宜
し
く
川
副
尉
ぺ
対
額
制
剤
必
矧
は

矧
出
制
、
更
め
て
壊
兆
を
惰
治
し
、
其
の
の
犯
は
、
二
郊

-
B
/
 

ハ
υ

屯
gル

J
f

‘、
、



に
合
は
す
べ
し
」
と
。
帝
又
之
に
従
ふ
。
山
…
に
官
一
帝
の
用

ふ
る
所
の
ま
謂
の
議
の
如
き
な
り
。
是
の
丹
庚
貧
冬
一
中
山
、
帝

親
ら
鼠
丘
を
荷
郊
に
一
料
る
。
是
よ
り
後
、
関
丘
・
方
樺
を
ば
別

に
立
て
ず
今
に
一
全
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
西
替
は
、
商
問
貌
を
滅
ぼ
し
た
翠
泰
始
二

(
ニ
ム
ハ
ム
ハ
)
年
、
曹
説
明
帯
期
の
札
制
改
革
を
否
定
し
、
川
一
陣
丘
(
闘
脱

皮
)
と
方
津
を
捺
止
し
て
南
北
郊
へ
と
併
せ
た
が
、
そ
れ
は
、

ω官一

帝
一
切
馬
認
が
用
い
た
王
粛
の
議
に
従
っ
た
た
め
で
あ
る
、
と
『
宋

(
山
山
)

世
一
間
』
は
説
明
す
る
。
最
終
的
に
は
、
塾
虞
が
中
心
と
な
っ
て
制
定
し

た
新
礼
に
よ
り
、
一
立
帝
は
、
配
天
の
神
で
あ
っ
て
天
で
は
な
い
こ
と

が
確
定
す
る
(
『
督
書
』
巻
十
九
札
志
上
)
。

問
問
一
間
に
お
い
て
主
意
説
が
採
用
さ
れ
た
背
景
に
は
、
司
馬
氏
と
の

錨
人
的
な
結
び
つ
き
の
ほ
か
に
、
識
緯
思
想
を
利
用
し
な
い
司
馬
氏

(お)

の
建
閉
山
過
税
と
の
思
想
史
的
共
通
性
、
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
偶
然
で
は

な
い
。
王
霜
の
「
理
」
に
基
づ
く
経
典
解
釈
は
、
現
実
政
治
に
お
け

る
経
の
「
理
」
に
基
づ
く
国
家
の
正
統
性
の
、
王
張
や
、
国
政
の
経
義

に
基
づ
く
運
用
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
注

(
1
)

所
掲
加
賀
著
書
の
一
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
新
」
を
求
め
る
時
代
の
思

潮
を
生
み
出
す
二
凶
と
な
っ
た
、
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
の
ち
、
東
奮
で
は
、
賀
循
に
よ
り
漢
と
西
替
の
祭
天
儀
礼
に

基
づ
く
天
の
祭
詑
が
行
わ
れ
た
(
『
宋
書
』
巻
十
八
礼
志
一
一
一
)
。
?
で

こ
に
は
、
漢
の
現
実
を
継
承
す
る
王
粛
説
、
お
よ
び
替
の
正
統
を
継

ぐ
と
い
う
意
識
が
あ
り
、
主
粛
の
「
理
」
に
基
づ
く
経
典
解
釈
は
、

南
朝
に
受
け
継
が
れ
た
。
…
方
、
北
朝
で
は
、
道
教
・
仏
教
に
よ
る

皇
帝
権
力
の
正
統
化
の
動
き
に
対
抗
し
て
、
宗
教
性
の
強
い
鄭
玄
説

、
が
有
力
で
あ
っ
た
。
や
が
て
縞
腐
を
経
て
北
宋
が
成
立
す
る
と
、
祭

天
儀
礼
は
、
具
象
的
な
天
を
祭
る
の
で
は
な
く
、
抽
象
的
で
唯
一
絶

(
お
)

対
的
な
存
在
で
あ
る
天
理
の
祭
紀
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。
王
痛
の
経

典
解
釈
は
、
北
朝
系
の
縞
腐
の
持
代
に
滅
ん
で
い
く
が
、
そ
の
祭
天

思
想
に
示
さ
れ
た
「
理
」
は
、
北
宋
以
降
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。

お
わ
り
に

(11) 

田
実
天
上
帯
の
み
を
天
と
し
五
帝
を
人
帝
と
す
る
王
霜
の
祭
天
思
想

は
、
宙
日
貌
の
明
帝
、
が
鄭
玄
の
六
天
説
に
基
づ
き
霞
丘
と
南
郊
を
並
設

し
た
こ
と
に
反
対
す
る
中
か
ら
形
成
さ
れ
た
。
王
需
は
、
煎
川
川
学
の

涜
れ
を
汲
み
初
め
て
識
緯
思
想
を
否
定
し
た
よ
う
に
、
経
典
解
釈
を

「
理
」
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
鄭
玄
説
の
持
つ
神
秘
性
を

打
破
す
る
方
向
性
を
示
し
た
。
こ
れ
が
貌
諮
問
の
「
新
」
で
あ
る
。
し

か
し
、
王
需
説
は
当
初
、
明
帝
の
み
な
ら
ず
司
馬
怒
を
も
含
む
臣
下

の
多
く
に
賛
同
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
王
需
は
、
明
孔
子
家
語
』

に
よ
り
司
馬
氏
を
正
当
化
す
る
一
方
で
、
曹
競
の
霊
命
瑞
密
祭
認
に
、



反
対
す
る
論
拠
在
構
築
し
た
。

そ
の
過
程
を
通
じ
て
王
粛
の
祭
天
思
想
は
、
警
貌
の
鄭
玄
説
に
基

づ
く
皇
帝
権
力
の
神
秘
化
・
正
統
化
を
閉
止
す
る
た
め
に
磨
か
れ
た
。

論
理
性
と
総
合
性
を
手
に
し
た
王
霜
の
「
理
」
に
基
づ
く
経
典
解
釈

は
、
識
緯
を
否
定
し
、
感
生
帝
説
を
欠
如
す
る
西
替
の
建
国
過
程
や

国
政
運
用
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
一
玉
霜
の
「
理
」
を
尊
重
す

る
経
典
解
釈
は
、
天
子
の
天
へ
の
「
孝
」
を
中
核
と
す
る
宗
教
的
・

神
秘
的
で
夫
」
を
持
つ
鄭
玄
説
か
ら
、
「
理
」
に
基
づ
く
天
へ
と
変

へ
幻
)

貌
し
て
い
く
天
観
念
の
転
換
点
と
考
え
得
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

注

(1)
鄭
玄
と
壬
粛
の
祭
天
思
想
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
加
賀
栄
治
『
中

関
古
典
解
釈
史
』
貌
一
首
篇
(
動
車
警
問
、
一
九
六
四
年
)
を
参
照
。

加
賀
は
、
鄭
玄
説
と
玉
粛
説
の
速
い
と
し
て
、
祭
一
大
思
想
の
ほ
か
六

宗
・
社
桜
・
廟
制
・
婚
姻
の
年
齢
時
月
、
一
三
年
喪
の
月
数
・
向
母
異

父
毘
弟
の
喪
服
な
ど
を
あ
げ
て
い
る

Q

な
お
、
伊
藤
文
定
「
王
踊
の

研
究
」
(
『
静
偶
大
学
教
背
学
部
研
究
報
告
』
七
、
一
九
五
七
年
)
も
参

万円
H
H
O

(
2
)
王
粛
に
よ
る
司
馬
氏
の
纂
奪
行
為
の
正
当
化
に
つ
い
て
は
、
渡
遊

，
誠
治
「
附
吟
す
る
魂
抗
籍
」
(
明
中
部
十
世
界
の
歴
史
的
震
関
知
汲
古
書

説
、
ニ

O
O
二
年
、
町
一
一
一
国
政
権
の
構
造
と
「
名
土
足
汲
十
日
書
段
、

二
O
O
毘
年
に
所
収
)
を
参
照
。

(3)
『
宋
書
』
巻
十
六
礼
志
三
に
、
「
貌
の
文
帝
の
黄
初
二
年
正
月
、
天

地
明
堂
を
郊
記
す
。
是
の
時
競
の
都
は
埼
京
、
市
し
て
神
話
兆

域
・
明
堂
・
霊
妻
、
皆
漢
の
旧
事
に
菌
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、
漢
競

禅
譲
の
際
に
奉
ぜ
ら
れ
た
「
貌
公
卿
上
尊
号
奏
」
で
も
、
『
尚
室
蘭
』
の

「
文
祖
」
や
『
論
一
訪
問
』
の
「
皇
皇
后
帝
」
の
解
釈
が
鄭
玄
説
に
基
づ
い

て
い
な
い
こ
と
は
、
古
橋
紀
宏
「
後
漢
・
貌
・
奮
時
代
に
お
け
る
嘉

舜
禅
譲
に
関
す
る
経
書
解
釈
に
つ
い
て
」
(
『
後
漢
経
学
研
究
会
論

集
』
二
、
二

O
O五
年
)
に
論
証
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)
明
宿
の
自
制
改
革
、
こ
と
に
宮
殿
建
設
の
意
義
を
す
一
向
く
評
価
す
る

も
の
に
、
渡
辺
信
一
郎
「
宮
間
と
鼠
林
i
i
i一一一
1
六
世
紀
中
国
に
お

け
る
皇
帝
権
力
の
空
間
構
成
」
(
『
考
古
学
研
究
』
四
七
i

二、一一

0
0
0年
、
『
中
関
古
代
の
主
権
と
天
下
秩
序
i
i
i日
中
比
較

史
の
視
点
か
ら
』
校
倉
書
房
、
ニ

O
O
三
年
に
所
収
)
、
安
田
二
郎

「
曹
説
明
帝
の
「
宮
室
修
治
」
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
東
方
学
』

一
…
一
、
二

O
O六
年
)
が
あ
る
。

(5)
波
遊
義
浩
「
一
一
一
隠
時
代
に
お
け
る
「
公
」
と
「
私
と
(
『
日
本
中
国

学
会
報
』
五
五
、
一
一

0
0一
一
一
年
、
『
一
一
一
回
一
政
権
の
構
造
と
「
々
が
土
」
』
前

掲
に
所
収
)
を
参
認
。

(6)
明
一
一
一
器
官
心
』
巻
二
十
五
高
堂
経
伝
に
、
「
(
高
堂
)
陸
上
疏
し
て
日
く
、

明
凡
そ

d

帝
王
都
を
従
し
邑
を
立
つ
る
や
、
皆
先
に
天
地
・
社
稜
の

位
を
定
め
、
敬
恭
し
て
以
て
之
を
奉
ず
。
将
に
宮
中
が
ん
を
営
ま
ん
と
す

れ
ば
、
例
制
ち
宗
廟
を
先
と
為
し
、
蔵
庫
を
次
と
為
し
、
居
室
を
後
と

為
す
。
ム
マ
鼠
丘
・
方
襟
・
南
北
郊
・
明
堂
・
社
複
は
、
神
位
未
だ

(12) 



定
ま
ら
ず
、
宗
廟
の
制
又
未
だ
礼
の
如
か
ら
ず
、
市
る
に
居
室
を

崇
飾
し
、
土
民
業
を
失
ふ
』
と
:
:
:
」
と
あ
る

Q

(
7
)
『
一
一
一
関
志
』
巻
二
十
五
高
堂
降
伝
に
、
「
(
高
堂
路
)
少
く
し
て
諸

生
と
為
り
、
泰
山
太
守
の
醇
悌
命
じ
て
督
郵
と
為
す
」
と
あ
る
。

(8)
波
進
一
一
報
活
「
鄭
寝
の
感
生
者
説
と
六
天
説
」
(
『
両
漢
に
お
け
る
詩

と
…
一
一
伝
』
汲
古
書
段
、
二

O
O七
年
)
を
参
照
。

(
9
)
魯
は
郊
認
を
行
い
得
る
が
、
闘
庄
松
夫
一
は
許
容
さ
れ
な
い
、
と
鄭

玄
が
考
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
関
鴨
川
側
一
「
邸
玄
の
祭
天
思
想
に

就
い
て
1

1

明
朗
孔
』
間
家
に
於
け
る
樹
丘
犯
天
と
郊
天
」
(
『
中
国

文
化
;
研
究
と
教
育
』
四
五
、
一
九
八
七
年
)
を
参
照
。

(
叩
)
公
孫
淵
は
、
景
初
元
(
二
三
七
)
年
七
月
、
皇
帝
に
即
位
す
る

(『一一一関志
h

巻
一
一
一
明
帝
紀
)
。
ま
た
、
孫
巽
に
お
け
る
孫
一
堅
の
感
生

帝
化
に
つ
い
て
は
、
校
退
義
浩
「
孫
呉
の
正
統
性
と
留
山
碑
」
(
同
一
一
一

関
志
研
究
』
一
一
、
二

O
O七
年
)
を
参
照
。

(
日
)
鄭
玄
の
ふ
ハ
天
説
が
感
生
部
説
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
波
法
義
浩
「
鄭
護
の
感
生
帝
設
と
六
天
説
」
(
前
掲
)
を
参
照
。

ま
た
、
南
摺
仲
良
彦
「
王
霜
の
政
治
思
想
1
1
1
「
感
生
帝
説
」
批
判
の

背
景
」
(
『
中
間
忠
惣
史
研
究
』
一

O
、
一
九
八
七
年
)
は
、
王
需
が
感

生
帝
説
を
批
判
し
た
背
景
に
あ
る
政
治
思
想
を
、
有
認
の
君
主
の
下
、

一
憤
実
な
礼
教
国
家
を
作
ろ
う
す
る
と
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

(
ロ
)
鄭
玄
は
、
「
荷
主
代
を
易
ふ
る
に
、
改
制
せ
ざ
る
は
莫
し
。
葬
は

建
丑
を
正
と
し
、
舜
は
建
子
を
正
と
す
」
(
『
尚
書
正
義
』
巻
一
一
一
舜

典
)
と
述
べ
、
す
べ
て
の
帝
王
、
が
改
制
す
べ
し
と
じ
て
い
る
。

(
日
)
内
出
俊
諺
「
貌
諮
問
の
改
制
論
と
正
統
論
」
(
『
中
村
滞
八
博
士
古
稀

記
念
東
洋
学
論
集
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
)
を
参
照
。
な
お
、

玉
諮
説
を
尊
重
す
る
活
費
は
、
改
制
を
行
っ
て
い
な
い
。

(M)
津
田
資
久
「
符
瑞
「
張
被
郡
玄
一
h
m凶
」
の
出
現
と
司
馬
畿
の
政
治

的
立
場
」
(
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
五
、
二

O
O七
年
)
は
、
中

央
で
思
想
的
裏
付
け
を
し
た
高
堂
隆
と
表
裏
一
体
と
な
っ
て
司
馬
識

が
、
玄
石
間
の
宣
揚
に
積
極
的
に
関
与
し
た
と
し
、
そ
の
論
拠
と
し

て
、
高
堂
縫
の
司
馬
諮
へ
の
警
戒
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
き
た
「
箆

黄
初
の
際
、
天
其
の
戒
を
兆
し
、
異
類
の
鳥
、
燕
の
巣
に
育
長
し
、

口
・
爪
・
胸
亦
き
を
観
し
が
、
此
れ
貌
室
の
大
異
な
り
。
宜
し
く
踏
揚

の
毘
を
競
絡
の
内
に
防
ぐ
べ
し
。
諸
王
を
選
び
、
国
に
君
と
し
兵
を

典
ら
し
め
、
往
往
に
し
て
葉
狩
し
、
皇
畿
を
鎮
撫
し
、
帯
室
を
翼
亮

せ
し
む
可
し
」
(
『
一
一
一
国
土
と
巻
二
十
五
高
堂
蜂
伝
)
と
い
う
言
葉
の

「
腐
揚
の
関
」
を
、
「
燕
」
地
「
一
泳
郡
人
」
で
「
赤
」
徳
の
「
漢
広
陽

順
玉
」
の
末
喬
に
当
た
る
劉
放
ら
中
世
一
回
宮
僚
で
あ
る
、
と
い
う
理
解

を
掲
げ
る
。
し
か
し
、
忍
氷
室
記
巻
二
十
二
五
行
一
ニ
に
、
「
黄
初
の
末
、

宮
中
に
驚
擦
を
生
む
有
り
て
、
口
・
爪
倶
に
赤
し
。
此
れ
高
約
・
宋

隠
と
間
象
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
設
の
討
王
と
宋
の
君
主

催
の
故
事
を
直
接
的
な
典
拠
と
す
る
。
般
の
紺
玉
を
放
伐
し
た
腐
の

武
王
が
黄
海
の
中
読
で
飛
び
込
ん
で
き
た
白
魚
を
捕
ら
え
て
天
を
祭

っ
た
あ
と
、
天
の
瑞
祥
と
し
て
降
さ
れ
た
赤
い
鳥
に
つ
い
て
、
馬
融

は
、
そ
れ
を
捧
猛
な
擦
の
属
の
驚
鳥
で
あ
る
と
し
、
こ
の
出
現
は
武

主
が
紺
王
を
討
伐
す
る
こ
と
を
示
す
と
し
て
、
赤
を
屈
に
適
応
さ
せ

る
こ
と
を
せ
ず
、
驚
鳥
の
属
性
に
よ
り
殿
周
革
命
を
象
徴
さ
せ
て
い

る
(
掲
嶋
潤
一
「
鄭
玄
に
お
け
る
孝
の
意
義
i
i
i般
用
革
命
と
『
局

(13) 



器
家
」
〈
司
鎌
田
正
博
士
八
十
寿
記
念
漢
文
学
論
集
』
一
九
九
一

年
〉
を
参
照
て
ま
た
、
宋
の
君
主
慢
の
と
き
、
雀
が
鶴
を
生
ん
だ
が
、

宋
は
滅
亡
し
た
と
の
故
事
が
、
明
戦
国
策
』
宋
・
衛
宋
痩
王
之
時
に

み
え
る
。
赤
い
瀦
が
小
さ
い
鳥
の
巣
に
育
つ
こ
と
は
滅
亡
に
つ
な
が

り
、
革
命
を
象
徴
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
「
鷹
揚
」
と
は
、
太
公

望
呂
尚
を
指
す
(
『
詩
経
』
大
雅
大
明
)
。
す
な
わ
ち
高
堂
隆
は
、
太

公
望
の
よ
う
な
力
を
曹
貌
内
に
持
つ
司
馬
畿
が
、
貌
菅
革
命
を
起
こ

す
こ
と
を
心
配
し
て
、
諸
王
の
重
用
を
遺
言
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

司
篤
認
を
警
戒
す
る
「
腐
揚
の
臣
」
を
割
放
に
比
定
す
る
津
間
の
議

論
は
破
綻
し
て
い
る
。

(
日
)
劉
散
の
一
一
…
統
説
は
、
川
川
原
秀
城
「
一
ニ
統
謄
の
世
界

l
l経
学
成
立

の
一
側
部
」
(
『
中
国
思
想
史
研
究
』
一
、
一
九
七
七
年
)
を
参
照
。

(
お
)
古
橋
紀
宏
司
貌
督
時
代
に
お
け
る
札
学
の
研
究
』
(
平
成
十
七
年
度

東
京
大
学
大
学
説
人
文
社
会
系
研
究
科
博
士
論
文
)
は
、
警
貌
の
明

市
の
札
制
改
革
に
対
抗
し
て
一
土
嬬
の
礼
学
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
郊

槌
・
社
桜
・
ム
ハ
宗
・
宗
廟
・
喪
服
礼
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
論
じ
て
い

す

Q

。

(
げ
)
玉
繭
が
那
州
学
の
流
れ
を
受
け
、
初
め
て
識
綜
思
想
を
否
定
し
た

こ
と
は
、
加
費
栄
治
明
中
国
古
典
解
釈
史
h

貌
膏
篇
(
前
掲
)
を
参
照
。

な
お
、
街
襟
良
彦
「
王
霜
の
災
関
持
思
想
」
(
明
中
関
思
想
史
研
究
』

九
、
一
九
九
六
年
)
は
、
一
土
粛
の
災
異
解
釈
の
山
内
拠
の
中
心
に
『
荊
州

占
加
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

(
時
)
技
法
義
浩
「
浮
き
草
の
貴
公
子
何
嬰
」
(
司
大
久
保
陸
部
教
授
退
官

紀
念
論
集
似
意
ど
は
何
か
』
東
方
書
属
、
二

O
O
一
年
、
『
一
二
一
昭
政

権
の
構
造
と
「
名
士
」
』
前
掲
に
所
収
)
を
参
問
問
。

(
m
m
)

援
護
義
措
「
司
馬
氏
の
台
頭
と
西
奮
の
建
毘
」
(
『
漢
学
会
誌
』

四
六
、
二

O
O七
年
)
を
参
照
。

(
お
)
伊
藤
倫
厚
「
孔
安
田
に
至
る
ま
で
の
孔
子
の
家
系
」
(
『
日
本
中
富

学
会
創
立
五
十
年
記
念
論
文
集
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
)
は
、

『
孔
子
家
語
』
だ
け
で
は
な
く
、
円
孔
叢
子
h
Z阿
古
文
尚
童
一
回
一
』
も
玉
濡

の
偽
作
と
す
る
。
ま
た
、
李
学
勤
「
竹
簡
《
家
訪
問
》
与
漢
貌
孔
子
家

学
」
(
明
孔
子
研
究
』
一
九
八
七
j
二
、
一
九
八
七
年
、
『
李
学
勤
集
』

黒
竜
江
教
青
山
出
版
社
、
一
九
八
九
年
)
は
、
新
出
資
料
を
論
拠
に
、

『
孔
子
家
語
』
の
原
裂
が
存
在
し
た
と
す
る
。

(
紅
)
後
漢
「
嬬
教
菌
家
」
の
国
教
と
し
て
、
後
漢
時
代
の
儒
教
が
強
い

宗
教
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
渡
遺
義
措
「
後
漢
儒
教
の
由
有
性

i
i
i
『
白
虎
通
』
を
中
心
と
し
て
」
(
明
両
漢
の
儒
教
と
政
治
権
力
』

汲
古
書
段
、
ニ

O
O五
年
)
を
参
照
。

(沼
)

m
山
部
叢
刊
本
司
孔
子
家
訪
問
』
は
、
王
霜
注
の
最
後
の
文
を
「
是
以

水
家
避
土
土
家
尚
臼
」
に
つ
く
る
。
そ
れ
で
は
文
意
が
通
じ
ず
、
ま

た
前
段
の
控
に
、
「
水
家
尚
青
、
一
出
尚
自
者
、
避
土
家
之
尚
青
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
「
土
」
一
宇
を
街
字
と
し
て
「
是
以
水
家
遊
土
家
尚

出
」
と
改
め
た
。
司
孔
子
家
語
』
に
誤
脱
が
多
い
こ
と
は
、
山
城
喜
窓

「
知
見
孔
子
家
語
諸
本
提
要
(
二

1

(
一
ニ
)
」
(
『
斯
道
文
庫
論
集
』

ニ
一
、
二
二
、
二
閥
、
…
九
八
五
、
八
八
、
一
九
O
年
)
を
参
照
。

(
お
)
宇
野
精
一
(
訳
)
『
孔
子
家
語
』
(
明
治
世
一
関
税
、
一
九
九
六
年
)
。
ま

た
、
王
濡
が
引
用
し
た
書
籍
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
た
か
に
つ
い
て

は
、
吉
田
照
子
「
『
韓
詩
外
伝
』
と
『
孔
子
家
諮
』
」
(
明
福
向
女
子
短
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大
紀
袈
』
六
O
、二

O
O
二
年
)
が
あ
る
。
な
お
、
伊
藤
文
定
「
王
震

と
孔
一
千
家
諮
」
(
『
静
同
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
人
文
・
社
会
科

学
病
一
一
五
、
一
九
七
五
年
)
も
参
照
。

(M)
こ
れ
に
対
し
て
、
注
(
凶
)
一
的
掲
吉
橋
博
士
論
文
は
、
鄭
玄
設
で

あ
る
五
市
は
天
と
い
う
認
識
は
残
存
し
て
お
り
、
泰
始
二
年
の
段
階

で
天
の
祭
犯
が
す
べ
て
王
煎
説
に
変
一
定
さ
れ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い

と
し
て
い
る
(
『
宋
世
帯
』
巻
十
六
礼
志
一
ニ
)
。

(
お
)
西
昔
、
が
そ
の
建
思
過
程
に
お
い
て
、
神
秘
的
な
宗
教
性
を
超
え
て

経
の
「
恕
」
に
基
づ
く
悶
家
の
正
統
性
を
掲
げ
た
ほ
か
、
泰
始
律
令

を
は
じ
め
、
菌
制
の
諸
政
策
の
典
拠
を
経
義
に
求
め
、
間
政
の
運
用

も
経
義
に
基
づ
い
た
こ
と
は
、
波
法
義
措
「
活
苦
に
お
け
る
「
儒
教

出
家
」
の
形
成
」
(
『
漢
学
会
誌
』
四
七
、
二

O
O
八
年
)
を
参
照
。

(
お
)
宋
代
ま
で
の
郊
犯
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
小
島
毅
「
郊
杷
制
度
の

変
遷
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
袈
』
一

O
八
、
一
九
八
九
年
)
を
参
照
。

(
幻
)
庸
宋
変
革
を
契
機
と
し
た
天
観
念
の
変
化
を
天
識
か
ら
天
理
へ
と

捉
え
る
こ
と
は
、
溝
口
雄
三
「
中
国
の
天
」
(
『
文
学
』
五
五
i

一
二
、
五
六

i
二
、
一
九
八
七
、
八
八
年
)
を
参
照
。

(
大
東
文
化
大
学
)
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